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熊谷市個人情報の保護に関する法律施行条例

（案）について 

これまで、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体はそれぞれ

異なる規律に基づき個人情報保護制度の運用を行っていました。 

令和５年４月１日から改正個人情報の保護に関する法律（以下「新個人情報保護法」

という。）が施行され、本市においても、直接、新個人情報保護法の適用を受けること

となります。これに伴い、現行の熊谷市個人情報保護条例を廃止し、新個人情報保護法

から条例に委任された事項等を定める条例として、「熊谷市個人情報の保護に関する法

律施行条例」を制定します。 

 

 

 新個人情報保護法の施行による法体系の改正イメージは、以下のとおりです。 

 

【現行】                            【改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新個人情報保護法の規定が直接、地方公共団体にも適用されることとなり、同法の

規定に違反する条例の規定は無効となります。 

 

※ 地方公共団体は、新個人情報保護法が条例で定めることを想定している事項及び

条例で定めることを許容している事項について、新たな条例を制定します。 

 

１ 条例制定の趣旨と経緯 

 

 

２ 法体系の改正イメージ 
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新個人情報保護法からの委任を受けるなどして、市が条例で定めることができる事項

は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．趣旨 

 

 

 

２．開示決定等の期限 

 

 

 

３ 条例で定めることができる事項 

新個人情報保護法の施行に関し、必要な事項を定めることを趣旨とします。 

開示請求を受けた場合の開示までの期限（１５日以内）や、事務処理上の困難

その他正当な理由がある場合の期間の延長（３０日以内）についての事務処理を

定めます。 

４ 新条例の骨子案 

 

条例で定めることができる事項 

① 個人情報の開示請求に係る手数料についての規定 

② 行政機関等匿名加工情報（※）の利用に関する契約に係る手数料に

ついての規定  
 

※ 行政機関等匿名加工情報 

１ 条例で定めることが想定される事項 

① 条例要配慮個人情報（※）に該当する記述等に関する規定 

② 個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項

を記載した帳簿の作成及び公表に関する規定 

③ 保有個人情報の開示請求における不開示情報の範囲に関する規定 

④ 保有個人情報の開示請求等に係る手続に関する規定 

⑤ 審議会へ諮問することに関する規定 等 

 

※ 条例要配慮個人情報 

 

２ 条例で定めることが許容されている事項 
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 【開示決定等及び延長の期限のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．開示決定等の期限の特例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【開示決定等の期限の特例のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合で、全ての情報を開示

することについて、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、上記

２の期限にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき

４５日以内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開

示決定等をする特例を設けるとともに必要な事務処理を定めます。 

新個人情報保護法では、請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開

示請求があった日から６０日以内にその全てについて開示決定等をすることによ

り事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合に特例的に相当の期限延長

（以下「特例延長」といいます。）をすることができるとされています。 

新条例では、開示決定等の期限を１５日以内、期限の延長を３０日以内とする

ことから、特例延長の基準日を「４５日以内」（※）とする規定を設けます。 

新個人情報保護法では、「開示決定等は、開示請求があった日から３０日以内にし

なければならない」とされています。また、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、３０日以内に限り当該期間を延長できるとされています。 

この開示決定等の期限及び延長の期間については、地方公共団体が条例で定める

ことにより、それぞれ３０日より短くすることができます。 

新条例では、開示決定等の期限を「開示請求を受けた日から起算して１５日以内」（現

行と同様）と、延長の期間を「３０日以内」（現行：４５日）とする規定を設けます。 
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４．開示請求に係る手数料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【現行の条例との費用負担の比較】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

５．行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【手数料の種類と金額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開示請求に係る手数料の額を定めます。手数料の額は無料とし、保有個人情報

の写しの交付に要する費用（コピー代等）を負担していただきます。 

 国においては、開示請求に係る手数料として行政文書１件につき３００円の

手数料を徴収することとしていますが、地方公共団体の機関に対し開示請求をす

る場合については、当該手数料は条例で定める（手数料を無料とすることを含む。）

こととされています。 

本市では、現在、開示請求に係る手数料は徴収しておらず、写しの交付に要するコピ

ー代等の実費のみを請求者の負担としていますので、今後も同様の取扱いとします。 

行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料の額を定めます。具体的には、審

査事務等に対応する金額、行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間に応じた

金額等を勘案して算出した手数料を負担していただきます。 

 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案募集を行い、

又は提案を受け、民間事業者等からの提案を審査し、加工した上でその情報を提

供することができます。また、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地

方公共団体の機関と締結する者は、条例で定める手数料を納めなければならない

とされています。なお、手数料の額は、政令で定める額を規定します（国と同額）。 

 手数料の種類 金額 

① 受付や審査事務等に係る手数料 ２１，０００円 

② 職員が匿名加工作業を行う場合の手数料 作業１時間ごとに３，９５０円 

③ 匿名加工作業を委託する場合の手数料 委託費用の全額 

※ 案件により、①＋②又は①＋③を合算した手数料がかかります。 

※ 既に行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、別の利用目的で

当該情報を利用しようとする場合等の手数料については、上記金額にかかわらず、 

１２，６００円（定額）となります。 

 

 

 

区分 
現行の条例 新条例 

実費 手数料 実費 手数料 

写しの交付

（紙） 

A３用紙まで１面当たり 

   白黒 １０円 

無料 

 

 

   カラー２０円  

写しの交付

（紙以外） 
実費相当額  

写しの送付に

要する費用 
郵便料金の額  

 

変更なし 
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６．審議会への諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【現行の条例との諮問事項の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

７．実施状況等の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月 新条例案を議会に提出（市議会１２月定例会） 

令和５年 ４月 新条例の施行 

個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと

が特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができることを規定し

ます。 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 新個人情報保護法では、地方公共団体の機関が条例で定めるところにより、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に

必要であると認めるときは、審議会に諮問することができるとされています。 

そのため、本市では、現行制度下において設置している熊谷市情報公開・個人情

報保護審議会を存置するとともに、必要な場合には同審議会に諮問することを規

定します。 

市長は、毎年度、個人情報保護制度の実施状況等を公表することを規定します。 

 国は、個人情報保護委員会が行う新個人情報保護法の施行の状況の公表と別に、

地方公共団体独自の措置として、年度単位で個人情報保護制度の実施状況の公表

を行うことは差し支えないとしています。 

本市では、現行制度下において、毎年度、開示決定の件数等の実施状況を公表し

ていることから、新条例施行後も引き続き、当該状況についての公表を行います。 

現行の条例 新条例 

・ 個人情報を本人以外から収集する場合 

・ 保有個人情報の目的外利用又は外部提

供を行う場合 

・ 市以外の電子計算機と結合して保有個

人情報の電子計算機処理を行う場合 等 

個人情報の適正な取扱いを確保するため

専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要であると認める場合 

 

※ 「個人情報保護法制の一元化」の趣旨

を踏まえ、新条例では、例示している左

記の諮問事項は、対象外となります。 

 


